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１ 今回の事業は、委託事業名にあるとお

り、女性活躍推進のための支援がメイ

ンであると考えてよろしいか。働き方

改革とは、女性に限らない問題である

ことから、具体的にどのような認識

か。 

本事業は女性が働き続け、活躍できる

職場環境づくりを目指すものであり、

そうした職場環境づくりに際しては職

場全体の働き方改革が不可欠であると

いう認識のもと、実施するものです。 

２ 

 

「働き方改革推進員養成講座」の募

集、実施に当たり、「働き方改革推進

員」という言葉を用いなければならな

いか。 

用語の使用を指定するものではありま

せん。事業の効果の最大化を図れるよ

うな名称等があれば、ご提案くださ

い。 

３ 伴奏支援をする会社は、働き方推進員

養成講座に参加した企業から選出する

ことでも問題ないか。 

なるべく多くの企業を支援する観点か

ら、「働き方改革推進員養成講座」に参

加した企業以外から選出することを想

定しています。 

 


